
 旧青葉小学校跡施設の工事までの暫定利用について  

 

 

１．期間 

令和７年１０月１４日～令和９年３月３１日 

 

２．利用団体 

①本年３月の閉校時点で使っていた団体のうち、利用希望があった団体 

 （バスケ２、バドミントン２、少年野球１） 

②こども応援団のメンバーを構成員とする団体（社協など） 

③その他、応援団が地域振興に資する目的で使う場合 

 ただし、市の事務事業で使う場合はそちらを優先する。（設計作業、ドラマ撮影等） 

 

３．貸出のルール 

（１）利用時間について 

 ・体育館 

月～金 17 時～19 時  

 土日  9 時～19 時 

※スポーツ以外は 21 時まで 

・グラウンド 

 土日  9 時～17 時 

 

（２）遵守事項（抜粋） 

 ・排出したゴミは、必ず持ち帰ること。 

・施設使用後は、整備及び清掃を行い、確実に原状回復をすること。 

・使用時間を厳守すること。 

・スポーツ保険等の必要な保険に加入すること。 など 

 

（３）損害賠償 

 ・施設内部や周辺住宅等に損害を与えた場合は利用者の責任で賠償する。 

 ・利用中にケガをした場合は、施設管理上の瑕疵を除いて利用者の責任となる。 

 

 

以 上 

情報提供 


